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議案第１１７号 

   令和元年度尼崎市一般会計補正予算（第４号） 

令和元年度尼崎市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７７，６７８千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０６，３４８，３

１８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」

による。 

令和元年１２月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

議117



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

20 地 方 交 付 税 12,003,000 494,212 12,497,212

05 地 方 交 付 税 12,003,000 494,212 12,497,212

45 県 支 出 金 13,327,637 △ 7,052 13,320,585

20 県 委 託 金 603,615 △ 7,052 596,563

65 繰 越 金 196,315 167,794 364,109

05 繰 越 金 196,315 167,794 364,109

70 諸 収 入 6,765,767 22,724 6,788,491

30 雑 入 4,825,965 22,724 4,848,689

205,670,640 677,678 206,348,318

款 項

歳  入  合　計

補正前の額 補正額

（単位　千円）

計

議117-2



　歳　　　出

05 議 会 費 817,733 5,444 823,177

05 議 会 費 817,733 5,444 823,177

10 総 務 費 16,996,160 60,928 17,057,088

05 総 務 管 理 費 14,318,131 109,256 14,427,387

10 徴 税 費 1,249,036 △ 37,735 1,211,301

15
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

946,495 6,667 953,162

20 選 挙 費 312,672 △ 23,825 288,847

30 監 査 委 員 費 126,759 6,565 133,324

15 民 生 費 103,817,113 36,435 103,853,548

05 社 会 福 祉 費 37,927,224 93,561 38,020,785

10 児 童 福 祉 費 29,278,144 △ 3,582 29,274,562

15 生 活 保 護 費 34,807,531 △ 35,105 34,772,426

25 青 少 年 費 1,804,214 △ 18,439 1,785,775

20 衛 生 費 13,482,914 33,228 13,516,142

05 保 健 衛 生 費 6,247,042 9,497 6,256,539

10 保 健 所 費 971,083 72,170 1,043,253

15 衛生研究所費 181,186 1,500 182,686

20 環 境 保 全 費 365,716 △ 4,228 361,488

25 清 掃 費 5,717,887 △ 45,711 5,672,176

25 労 働 費 160,470 859 161,329

10 労 働 諸 費 160,470 859 161,329

30 農林水産業費 128,508 9,531 138,039

05 農 業 費 128,508 9,531 138,039

款 項 補正前の額 計補正額

議117-3



35 商 工 費 2,474,488 35,942 2,510,430

05 商 工 費 2,474,488 35,942 2,510,430

40 土 木 費 18,286,452 87,331 18,373,783

05 土 木 管 理 費 7,171,783 31,329 7,203,112

10 道路橋りょう費 2,408,841 9,820 2,418,661

20 河 川 水 路 費 665,019 △ 2,330 662,689

25 港 湾 費 11,794 △ 2,725 9,069

30 都 市 計 画 費 4,286,164 38,108 4,324,272

40 住 宅 費 3,742,851 13,129 3,755,980

45 消 防 費 4,825,483 49,169 4,874,652

05 消 防 費 4,825,483 49,169 4,874,652

50 教 育 費 15,254,116 358,811 15,612,927

05 教 育 総 務 費 4,873,929 199,204 5,073,133

10 小 学 校 費 1,841,690 11,680 1,853,370

15 中 学 校 費 1,126,940 5,793 1,132,733

20 高 等 学 校 費 2,196,377 54,825 2,251,202

25 幼 稚 園 費 694,235 △ 5,455 688,780

30 特別支援学校費 211,622 △ 1,569 210,053

35 社 会 教 育 費 1,976,011 53,377 2,029,388

40 保 健 体 育 費 2,333,312 40,956 2,374,268

205,670,640 677,678 206,348,318歳  出  合　計

補正額 計款 項 補正前の額

議117-4



第２表　　繰越明許費補正
（単位　千円）

　追　　　加

第３表　　債務負担行為補正
（単位　千円）

　追　　　加

　変　　　更

事　　項
補　　正　　前 補　　正　　後

期　間 限度額 期　間 限度額

給食調理業務委託関係事業 令和2年度 150,000 令和2年度 180,000

消 防 庁 舎 等 整 備 事 業 令和3年度 270,000

中 学 校 給 食 関 係 事 業 令和3年度 18,700

款 項 事　　業　　名 金　額

40 土 木 費 10 道路橋りょう費 駐車場施設維持管理事業 46,000

事　　項 期　　間 限　度　額

保 育 の 量 確 保 事 業 令和2年度 54,000

議117-5





一 般 会 計

予 算 説 明 書

（ 補 正 ４ 号 ）

議117-7



議117-8



議117-9



議117-10



議117-11



議117-12



議117-13



議117-14



議117-15



議117-16



議117-17



議117-18



議117-19



議117-20



議117-21



議117-22



議117-23



議117-24



議117-25



議117-26



議117-27



議117-28



議117-29



議117-30



議117-31



議117-32



議117-33



議117-34



議117-35



議117-36



議117-37



議117-38



議117-39



議117-40



議117-41



議117-42



議117-43



議117-44



議117-45



議117-46



議117-47



議117-48



議117-49



２ 給与費明細書

（単位　千円）
　(1)

452,357 115,306 567,663

2,127,383 329,105 2,456,488

2,637,460 454,063 3,091,523

58,240 9,619 67,859

450,489 115,306 565,795

2,150,957 338,487 2,489,444

2,659,686 463,412 3,123,098

△ 520 33 △ 487

1,868 -          1,868

△ 23,574 △ 9,382 △ 32,956

△ 22,226 △ 9,349 △ 31,575

67,372

報　　酬

3,244

給　　料
期　末　手　当

地域手当

2,441,611 50,615 145,234

合　　計

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

その他

の手当
計

共 済 費

0.0375

3.2300

2,116,243 7,896

15,001

3.3500

備　　　考

2.5125

3.1825

支 給 額 年間支給率

2.5500

3.4000

1,395

47

1,868

0.0500

0.0475

9,65242,719 57,720
月分

325,368

42,719

126,989

15,521

△ 520-

143,839

3,197

125,121

325,368

2,139,864

2,465,232 50,615

7,896

議  　員

計

4

1,661

特 別 職

職 員 数区　　分

1,707

補

正

後

長  　等

そ の 他

4

42

人

そ の 他

そ の 他

議  　員

議  　員

長  　等

長  　等

計

42

1,826

1,780

補

正

前

計

△ 23,621 -△ 119

比

較
△ 119

-

-

-

-△ 23,621

議117-50



　(2)

（注）　（　）内には、短時間勤務職員について外書きしている。

16,133 △ 3,793 99,644 7114,854 △ 25,317

249,293

257,606

777,917158,189

154,396 877,561

322,759

252,752

比　  　較
( 6 )

扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当

1,118,686

備　  　考

比　　較 △ 844 35,747

一 般 職

総 括

補　正　前

補　正　後

区  　分

131

14,7662 365 20,011 123,865 525 3,706388156

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 前

50,319補 正 後 299,338 1,154,433 265,426

254,966300,182 1,855

定 時 制
通 信
教 育 手 当

2,011

7,7584,615,692

4,739,557 8,283

産 業 教 育

手 当

特 殊 勤 務

手 当

時 間 外

勤 務 手 当
休 日 給

240,804229,649 711 462

460 49,954

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

24,063,205

宿 日 直

手 当

夜 間 勤 務

手 当

管 理 職

手 当

期 末 勤 勉

手 当

220,793 1,466,052

教 員 特 別

手 当

10,715

10,327

1,480,818

退 職 手 当
初任給調整

手 当

18,520

14,814

290,919 613,678 90,178

3,937,686

703,856

10,625,829 9,499,690 20,125,519

10,948,588 9,790,609 20,739,197

給　　料 職 員 手 当

24,767,061

共　済　費 合　　計 備　　　　　　考

4,027,864
2,938

( 84 )

( 78 )

2,807

計

区  　　分

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

（人） 報　　酬

議117-51



３　繰 越 明 許 費 明 細 書
（単位　千円）

　追　　　加

事　　　業　　　名 繰　　　越　　　理　　　由

40 土 木 費 10 道路橋りょう費 25
阪 神 尼 崎 駅 前
駐 車 場 事 業 費

駐 車 場 施 設 維 持 管 理 事 業 46,000 入札不調により、事業の年度内完了が見込めないため

款 項 目 金　　額

議117-52



４　債務負担行為で令和2年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出額及び令和元年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位　千円）

　追　加

　変　更

給食調理業務委託関係事業 補正前の額

補 正 額

補正後の額

180,000180,000 令和2年度まで 180,000

令和2年度まで 30,00030,000

一般財源
摘　要

平成30年度末までの
支 出 額

令 和 元 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

金　　額 国県支出金 市　債 その他期　　間 金　　額 期　　間
事　　項 限　度　額 特　　定　　財　　源

左　　の　　財　　源　　内　　訳
事　　項 限　度　額 支 出 額 支 出 予 定 額 特　　定　　財　　源

一般財源

平成30年度末までの 令 和 元 年 度 以 降 の
摘　要

期　　間 金　　額 期　　間 金　　額 国県支出金 市　債 その他

消 防 庁 舎 等 整 備 事 業 270,000 令和3年度まで 270,000 208,700 61,300

中 学 校 給 食 関 係 事 業 18,700 令和3年度まで 18,700 18,700

150,000 令和2年度まで 150,000 150,000

54,000 43,200 10,800

30,000

保 育 の 量 確 保 事 業 54,000 令和2年度まで

議117-53





議案第１１８号 

   令和元年度尼崎市特別会計国民健康保険事業費補正予算 

（第１号） 

令和元年度尼崎市の特別会計国民健康保険事業費補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。 

なお、平成３１年度尼崎市特別会計国民健康保険事業費予算における

元号の表示については、「平成３１年度」を「令和元年度」に読み替え

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，００５千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４９，３１９，５１８千

円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。   

令和元年１２月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

議118



第１表  歳入歳出予算補正

　歳　　　入

60 繰 入 金 4,920,667 4,005 4,924,672

05 他 会 計 繰 入 金 4,920,667 4,005 4,924,672

49,315,513 4,005 49,319,518

　歳　　　出

05 総 務 費 972,178 4,005 976,183

05 総 務 管 理 費 963,189 4,005 967,194

49,315,513 4,005 49,319,518歳  出  合　計

款 項 補正前の額 補正額 計

款 項

歳  入  合　計

（単位　千円）

計補正前の額 補正額

議118-2



（ 補 正 １ 号 ）

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 費 予 算 説 明 書

議118-3



議118-4



議118-5



２ 給与費明細書

（単位　千円）
　(1)

86,960 13,727 100,687

86,960 13,727 100,687

91,664 14,287 105,951

91,664 14,287 105,951

△ 4,704 △ 560 △ 5,264

△ 4,704 △ 560 △ 5,264計 △ 3 △ 4,704

議  　員

比

較

長  　等

そ の 他 △ 3 △ 4,704

計 33 91,664

議  　員

補

正

前

長  　等

そ の 他 33 91,664

計 30 86,960

議  　員

長  　等
人 月分

備　　　考
報　　酬 給　　料

期　末　手　当
地域手当

特 別 職

区　　分 職 員 数

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

そ の 他 30 86,960

補

正

後

共 済 費 合　　計その他

の手当
計

支 給 額 年間支給率

議118-6



　(2)

（注）　（　）内には、短時間勤務職員について外書きしている。

備　  　考

1,684△ 462 256 △ 857比　　較 933 △ 409 △ 252 △ 509

3,432 80,104補 正 前 1,098 20,171 6,840 4,127 15,949

2,575 81,7883,618 15,487 256

職

員

手

当

の

内

訳

補 正 後 2,031 19,762 6,588

期 末 勤 勉

手 当

定 時 制
通 信
教 育 手 当

産 業 教 育

手 当

教 員 特 別

手 当

初任給調整

手 当
退 職 手 当

時 間 外

勤 務 手 当
休 日 給

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

宿 日 直

手 当

夜 間 勤 務

手 当

管 理 職

手 当

△ 3,564 △ 7,371
-

区  　分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
特 殊 勤 務

手 当

72,438 401,350
60

比　  　較
( - )

△ 4,191 384 △ 3,807

68,874 393,979
60

補　正　前
( 1 )

197,191 131,721 328,912

補　正　後
( 1 )

193,000 132,105 325,105

合　　計 備　　　　　　考

（人） 報　　酬 給　　料 職 員 手 当 計

一 般 職

総 括

区  　　分

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

共　済　費
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議案第１１９号 

令和元年度尼崎市特別会計農業共済事業費補正予算 

（第１号） 

令和元年度尼崎市の特別会計農業共済事業費補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

なお、平成３１年度尼崎市特別会計農業共済事業費予算における元号

の表示については、「平成３１年度」を「令和元年度」に読み替える。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，７３６千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８，４００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補 

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  令和元年１２月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

議119



第１表  　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

60 繰 入 金 9,760 1,736 11,496

05 他 会 計 繰 入 金 9,558 1,736 11,294

16,664 1,736 18,400

　歳　　　出

05 総 務 費 8,814 1,736 10,550

　 05 総 務 管 理 費 8,814 1,736 10,550

16,664 1,736 18,400歳  出  合　計

款 項

歳  入  合　計

補正前の額

款 項 補正前の額

補正額

補正額

（単位　千円）

計

計
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（ 補 正 １ 号 ）

特 別 会 計

農 業 共 済 事 業 費 予 算 説 明 書

議119-3



議119-4



議119-5



２ 給与費明細書

宿 日 直

手 当

292 8補 正 後

144比    較

補 正 前

管理職員
特別勤務
手 当

91 - 41 △ 6

363

3,429

補　正　前 3,879 2,826

補　正　後 4,7051

1

一 般 職

区  　　分

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

総 括

共　済　費 合　　計 備　　　　　　考

（人） 報　　酬 給　　料 職 員 手 当 計

8,134 1,831 9,965

1,524 8,2296,705

比　  　較 826 603 1,429 307-           1,736

区  　分 扶養手当 地 域 手 当 住居手当 通勤手当
特殊勤務

手 当

時 間 外

勤務手当
休 日 給

夜間勤務

手 当

管 理 職

手 当

期 末 勤 勉

手 当

定 時 制
通 信
教育手当

産業教育

手 当

教員特別

手 当
退 職 手 当

職

員

手

当

の

内

訳

144 479 324 128 2,054

388 324 87 6 1,658

備　  　考

396△ 71 8
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議案第１２０号

   令和元年度尼崎市特別会計介護保険事業費補正予算

   （第１号）

令和元年度尼崎市の特別会計介護保険事業費補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。

なお、平成３１年度尼崎市特別会計介護保険事業費予算における元号

の表示については、「平成３１年度」を「令和元年度」に読み替える。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８，４７６千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３，０００，４８１

千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

  令和元年１２月１０日提出

尼崎市長 稲  村  和  美  

議120



第１表　　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

60 繰 入 金 7,077,972 18,476 7,096,448

05 他会計繰入金 6,583,977 18,476 6,602,453

42,982,005 18,476 43,000,481

　歳　　　出

05 総 務 費 829,474 18,476 847,950

05 総 務 管 理 費 829,474 18,476 847,950

42,982,005 18,476 43,000,481

款 項 補正前の額

歳  出  合　計

款 項

歳  入  合　計

補正前の額 補正額

補正額

（単位　千円）

計

計
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特 別 会 計

介 護 保 険 事 業 費 予 算 説 明 書

（ 補 正 １ 号 ）

議120-3



議120-4



議120-5



２ 給与費明細書

（単位　千円）
　(1)

142,084 23,016 165,100

142,084 23,016 165,100

140,842 23,372 164,214

140,842 23,372 164,214

1,242 △ 356 886

1,242 △ 356 886

給　　料
期　末　手　当

地域手当
合　　計

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

その他

の手当
計

共 済 費 備　　　考

支 給 額 年間支給率

1,242

140,842

140,842

人 月分

48

48

142,08448

142,084

48

長  　等

特 別 職

議  　員

職 員 数区　　分
報　　酬

補

正

後

長  　等

長  　等

そ の 他

議  　員

計

そ の 他

計

計

比

較

補

正

前

- 1,242

そ の 他

議  　員

-
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　(2)

（単位　千円）

区  　　分

職　員　数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

310,929

共　済　費 合　　計 備　　　　　　考

（人） 報　　酬 給　　料 職 員 手 当

54,968145,169 110,792 255,961

計

2

240,883

5,457

139,712 101,171 294,20053,317

9,621 15,078 1,651 16,729

11,9285,670 14,710 2,592 2,489 38 1,716

休 日 給

62,028

産業教育

手 当

教員特別

手 当

管理職員
特別勤務
手 当

宿 日 直

手 当

夜間勤務

手 当

管 理 職

手 当
退 職 手 当

補 正 後 4,648 15,155 3,671 2,723 18 20,169

期 末 勤 勉

手 当

定 時 制
通 信
教育手当

補 正 前

130 1,716 62,562

445 1,079 234 -       534

一 般 職

総 括

補　正　前

補　正　後

比　  　較

△ 20 8,241

時 間 外

勤務手当
区  　分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住居手当 通勤手当

特殊勤務

手 当

37

39

備　  　考

130比　　較 △ 1,022

職

員

手

当

の

内

訳

議120-7





一　般　会　計　・　特　別　会　計

給　与　費　明　細　書　の　説　明



1

区 分 増 減 額

千円

給料月額改定率

給与改定実施時期 平成31.4.1

給　　料 324,851 　   （在職職員数）   (その他)

人) 人) 人)

人 人 人

人) 人) 人)

人 人 人

人) 人) 人)

人 人 人

千円

期末・勤勉手当 62,299千円

その他 2,227千円

期末・勤勉手当 64,180千円

その他 172,821千円

(注）備考欄中職員数の異動状況における（　）内には、短時間勤務職員について外書きしている。

　給与改定に伴う増減分 64,526

　職員数の変動等に伴う増減分 237,001

千円

増 　 減
( 15 ( △ 9 ( 6

68 65 133

　職員数の変動等に伴う増減分 302,854
補 正 前

( 70 ( 9 ( 79

2,977 △65 2,912

　     （計）

補 正 後
( 85 ( 0 ( 85

3,045 0 3,045

301,527職員手当

千円

一般会計及び特別会計給与費明細書の説明

給料及び職員手当の増減額の明細

増　減　事　由　別　内　訳 説 明 備                      考

　給与改定の状況

　給与改定に伴う増減分 21,997 0.19%

　職員数の異動状況



議 121 

議案第１２１号 

令和元年度尼崎市モーターボート競走事業会計補正予算（ 

第１号） 

（総 則） 

第１条 令和元年度尼崎市モーターボート競走事業会計の補正予算（第

１号）は、次に定めるところによる。 

  なお、平成３１年度尼崎市モーターボート競走事業会計予算におけ

る元号の表示については、「平成３１年度」を「令和元年度」に読み

替える。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和元年度尼崎市モーターボート競走事業会計予算（以下「予

算」という。）第３条の収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり

補正する。 

    （科  目）     （既決予定額）（補正予定額）  （計） 

収        入 

第１款  モーターボート競走事業収益 39,175,200 千円 8,308 千円 39,183,508 千円

 第３項  特 別 利 益 1 千円 8,308 千円 8,309 千円

支        出 

第１款  モーターボート競走事業費用 38,879,572 千円 △510 千円 38,879,062 千円

 第２項  営 業 外 費 用 330,608 千円 △510 千円 330,098 千円

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額 1,703,442 千円は、過年度分損益勘定留保資金 393,494 千円、

長期性預金 1,279,395 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額 30,553 千円で補てんするものとする。」を「資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額 2,079,249 千円は、過年度分損益

勘定留保資金 393,393 千円、長期性預金 1,279,395 千円、建設改良積

立金 375,908 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額 30,553 千円で補てんするものとする。」に改め、同条資本的収入

及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 



議 121-2 

    （科  目）     （既決予定額）（補正予定額）  （計） 

収        入 

第１款 モーターボート競走事業資本的収入 1 千円 101 千円 102 千円

 第２項 固定資産売却代  ― 千円 101 千円 101 千円

支        出 

第１款 モーターボート競走事業資本的支出 1,703,443 千円 375,908 千円 2,079,351 千円

 第１項 建 設 改 良 費  422,443 千円 375,908 千円 798,351 千円

（重要な資産の取得） 

第４条 予算第７条の次に次の１条を加える。 

（重要な資産の取得） 

第８条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種    類 名   称 数   量 

土 地 
水明町 220-1 

外 5 筆 
8,582.36 ㎡ 

令和元年１２月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 



（単位　千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 モーター 39,175,200 8,308 39,183,508

ボ ー ト

競走事業

収 益

3 特別利益 1 8,308 8,309

1 そ の 他 1 2,025 2,026

特 別 利 益 る収入による補正

2 固 定 資 産 ― 6,283 6,283

売 却 益

（単位　千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 モーター 38,879,572 △ 510 38,879,062

ボ ー ト

競走事業

費 用

2 営 業 外 330,608 △ 510 330,098

費 用

2 消費税及び 10,608 △ 510 10,098

地方消費税

地役権設定対価補償に係

収          入

款 項 目 備          考

令和元年度尼崎市モーターボート競走事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支          出

消費税及び地方消費税納

備          考款 項 目

土地売却による補正

税額の補正
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（単位　千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 モーター 1 101 102

ボ ー ト

競走事業

資 本 的

収 入

2 固定資産 ― 101 101

売 却 代

1 固 定 資 産 ― 101 101

売 却 代

（単位　千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 モーター 1,703,443 375,908 2,079,351

ボ ー ト

競走事業

資 本 的

支 出

1 建 設 422,443 375,908 798,351

改 良 費

2 営 業 367,983 375,908 743,891 土地取得による補正

設 備 費

目 備          考

収          入

款 項

資 本 的 収 入 及 び 支 出

土地売却による補正

支          出

款 項 目 備          考

議121-4



条 例





議 122 

議案第１２２号

尼崎市社会福祉法に基づく軽費老人ホーム及び婦人保護施設

の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて

尼崎市社会福祉法に基づく軽費老人ホーム及び婦人保護施設の設備及

び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和元年１２月１０日提出

尼崎市長 稲  村  和  美  

尼崎市社会福祉法に基づく軽費老人ホーム及び婦人保護施設

の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例

第１条 尼崎市社会福祉法に基づく軽費老人ホーム及び婦人保護施設の

設備及び運営の基準を定める条例（平成２４年尼崎市条例第５３号）

の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

尼崎市社会福祉法に基づく軽費老人ホーム等の設備及び運

営の基準を定める条例

  第１条中「基づき、」を「基づき」に、「基準を」を「基準を、法

第６８条の５第１項の規定に基づき社会福祉住居施設（無料低額宿泊

所（無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準（令和元年厚生労働

省令第３４号）第１条に規定する無料低額宿泊所をいう。以下同

じ。）に限る。）の設備及び運営の基準を」に改める。

  第２条第７項中「努めるものとする」を「努めなければならない」

に改める。

第３条第７項中「とする」を「と読み替えるものとする」に改める。

本則に次の１条を加える。

（無料低額宿泊所の設備及び運営の基準）

第４条 法第６８条の５第１項の条例で定める無料低額宿泊所の設備

及び運営の基準は、次項に規定するもののほか、無料低額宿泊所の

設備及び運営に関する基準に定める基準（同令第３条第２項、第１

１条及び第３２条に規定する基準を除く。以下「設備運営基準」と



議 122-2 

いう。）（設備運営基準の特例として定められている基準がある場

合には、その基準を含む。）のとおりとする。

２ 第２条第２項から第７項まで及び前条第５項の規定は、無料低額

宿泊所について準用する。この場合において、第２条第２項中「入

所者」とあるのは「入居者」と、同条第７項中「省令第２４条第３

項（省令第３９条並びに附則第１０条及び第１７条において準用す

る場合を含む。）」とあるのは「無料低額宿泊所の設備及び運営に

関する基準（令和元年厚生労働省令第３４号）第２３条第２項」と

読み替えるものとする。

第２条 尼崎市社会福祉法に基づく軽費老人ホーム等の設備及び運営の

基準を定める条例の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「、第１１条及び第３２条」を削る。

付 則

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定

は、令和４年４月１日から施行する。

（説 明）

  無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定めるため、条例改

正が必要であることから、本案を提出する。



議 123 

議案第１２３号

   尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正す 

る条例について 

 尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。 

  令和元年１２月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

 尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例（昭和２７年尼崎市条例

第４５号）の一部を次のように改正する。 

 別表尼崎市立富松保育所の項を削る。 

   付 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（説 明） 

尼崎市立富松保育所を社会福祉法人へ移管するため、条例改正が必

要であることから、本案を提出する。 





議 124 

議案第１２４号 

   尼崎市農業共済条例を廃止する条例について 

 尼崎市農業共済条例を廃止する条例を次のように制定する。 

  令和元年１２月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市農業共済条例を廃止する条例 

 尼崎市農業共済条例（昭和４１年尼崎市条例第３号）は、廃止する。

付 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による廃止前の尼崎市農業共済条例第４１条に規定する特

別会計に係る令和元年度の収入及び支出並びに同年度の決算について

は、なお従前の例による。 

（委任） 

３ 前項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な経過措

置は、市長が定める。 

（説 明）

  本市が実施している農業共済事業について、兵庫県農業共済組合へ

承継するため、条例の廃止が必要であることから、本案を提出する。





その他





議 125 

議案第１２５号 

   指定管理者の指定について 

 尼崎市立女性・勤労婦人センターの指定管理者を次のとおり指定する

ため、議決を求める。 

  令和元年１２月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立女性・勤労婦人センター 

２ 施設の位置  尼崎市南武庫之荘３丁目３６番１号 

３ 指定管理者  尼崎市潮江３丁目４番１８号 

          特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎 

           理事 川 本 ミ ハ ル 

４ 指定期間   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立女性・勤労婦人センターの指定管理者を指定するため、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 





議 126 

議案第１２６号 

   指定管理者の指定について 

 尼崎市立地域総合センター上ノ島の指定管理者を次のとおり指定する

ため、議決を求める。 

  令和元年１２月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称及び位置

尼崎市立地域総合センター上ノ島本館 尼崎市南塚口町８丁目７番

２５号

  尼崎市立地域総合センター上ノ島分館 尼崎市南塚口町８丁目２２

番１８号 

２ 指定管理者 

尼崎市南塚口町８丁目７番１１号 

   社会福祉法人いきいきのびのび 

    理事長 橋 本 貴 美 男 

３ 指定期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立地域総合センター上ノ島の指定管理者を指定するため、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 





議 127 

議案第１２７号 

   指定管理者の指定について 

 尼崎市立地域総合センター神崎の指定管理者を次のとおり指定するた

め、議決を求める。 

  令和元年１２月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立地域総合センター神崎 

２ 施設の位置  尼崎市神崎町１４番２２号 

３ 指定管理者  尼崎市神崎町１４番２２号 

          特定非営利活動法人スマイルひろば 

           理事 中 井 澄 江 

４ 指定期間   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立地域総合センター神崎の指定管理者を指定するため、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 





議 128 

議案第１２８号 

   指定管理者の指定について 

 尼崎市立地域総合センター水堂の指定管理者を次のとおり指定するた

め、議決を求める。 

  令和元年１２月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称及び位置

尼崎市立地域総合センター水堂本館 尼崎市水堂町２丁目３５番１

                 号

  尼崎市立地域総合センター水堂分館 尼崎市水堂町２丁目３４番２   

１号

２ 指定管理者 

尼崎市水堂町２丁目３１番７－２０１号 

   一般社団法人水堂総合センター運営委員会 

    代表理事 田 村  孝 

３ 指定期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立地域総合センター水堂の指定管理者を指定するため、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 





議 129 

議案第１２９号 

   指定管理者の指定について 

 尼崎市立地域総合センター今北の指定管理者を次のとおり指定するた

め、議決を求める。 

  令和元年１２月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立地域総合センター今北 

２ 施設の位置  尼崎市西立花町３丁目１４番１号 

３ 指定管理者  尼崎市西立花町３丁目１４番１号 

          特定非営利活動法人人権センター東今北 

           理事 豊 島 俊 彦 

４ 指定期間   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立地域総合センター今北の指定管理者を指定するため、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 





議 130 

議案第１３０号 

   指定管理者の指定について 

 尼崎市立地域総合センター南武庫之荘の指定管理者を次のとおり指定

するため、議決を求める。 

  令和元年１２月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立地域総合センター南武庫之荘 

２ 施設の位置  尼崎市南武庫之荘１１丁目６番１５号 

３ 指定管理者  尼崎市東七松町１丁目２３番１号尼崎市役所内 

          公益社団法人尼崎人権啓発協会 

           代表理事 谷 川 正 秀 

４ 指定期間   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立地域総合センター南武庫之荘の指定管理者を指定するため、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 





議 131 

議案第１３１号 

   指定管理者の指定について 

 尼崎市立地域総合センター塚口の指定管理者を次のとおり指定するた

め、議決を求める。 

  令和元年１２月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立地域総合センター塚口 

２ 施設の位置  尼崎市塚口本町２丁目２８番１１号 

３ 指定管理者  大阪市北区梅田１丁目２番２－１２００号 

          株式会社ハウスビルシステム 

           代表取締役 坂 下 芳 史 

４ 指定期間   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立地域総合センター塚口の指定管理者を指定するため、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 





議 132

議案第１３２号

   工事請負契約の変更について

 小田支所・地区会館複合施設新築工事請負契約の変更契約を次のとお

り締結するため、議決を求める。

  令和元年１２月１０日提出

尼崎市長 稲  村  和  美  

１ 契約の目的    小田支所・地区会館複合施設新築工事請負契約

の変更のため

２ 契約の内容    工事場所 尼崎市長洲中通１丁目６番１０号

           工事概要 新築工事

３ 変更後の契約金額 ６１７，４４７，０８３円

４ 契約の相手方   尼崎市七松町２丁目２７番２３号

            株式会社オカモト・コンストラクション・シ

ステム

             代表取締役 岡 本 征 夫

（説 明）

  平成３０年１２月１９日に議決された小田支所・地区会館複合施設

新築工事の設計変更に伴う工事請負契約の変更契約を締結するため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により、本案を提出する。



議 132-2 

（参 考）

Ⅰ 工事概要

種 別 内                容

建 築

小田支所・地区会館複合施設新築工事

鉄筋コンクリート造り ４階建て １棟

延べ面積 ２，４０５．３３平方メートル

外構工事

 植栽工事

 今回変更内容

工事説明会の追加実施及び掘削時の地下水への対策の

ための工期延長に伴う増額

賃金又は物価の変動に伴うインフレスライドの適用

（尼崎市工事請負契約書第２６条関係）

Ⅱ 変更前契約 

 １ 契約の目的  小田支所・地区会館複合施設新築工事請負のため 

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市長洲中通１丁目６番１０号

          工事概要 新築工事

 ３ 契約の方法  一般競争入札

 ４ 契約の金額  ６１１，８２０，０００円

 ５ 契約の相手方 尼崎市七松町２丁目２７番２３号

           株式会社オカモト・コンストラクション・シス 

テム

            代表取締役 岡 本 征 夫 



議 133

議案第１３３号

   工事請負契約の変更について

 小田支所・地区会館複合施設新築工事のうち電気設備工事請負契約の

変更契約を次のとおり締結するため、議決を求める。

  令和元年１２月１０日提出

尼崎市長 稲  村  和  美  

１ 契約の目的    小田支所・地区会館複合施設新築工事のうち電

気設備工事請負契約の変更のため

２ 契約の内容    工事場所 尼崎市長洲中通１丁目６番１０号

           工事概要 電気設備工事

３ 変更後の契約金額 １７０，３６７，４００円

４ 契約の相手方   尼崎市武庫之荘６丁目２４番１６号

            不二電気工事株式会社

             代表取締役 藤 田 文 基

（説 明）

  平成３０年１２月１９日に議決された小田支所・地区会館複合施設

新築工事のうち電気設備工事の設計変更に伴う工事請負契約の変更契

約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により、本案を提出する。



議 133-2 

（参 考）

Ⅰ 工事概要

種 別 内                容

電 気

 電気設備工事

  屋内電気設備工事              一式

  屋外電気設備工事              一式

今回変更内容

  主体工事である小田支所・地区会館複合施設新築工事

の工期延長の影響による本工事の工期延長に伴う増額

Ⅱ 変更前契約 

 １ 契約の目的  小田支所・地区会館複合施設新築工事のうち電気

設備工事請負のため 

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市長洲中通１丁目６番１０号

          工事概要 電気設備工事

 ３ 契約の方法  一般競争入札

 ４ 契約の金額  １６９，５６０，０００円

 ５ 契約の相手方 尼崎市武庫之荘６丁目２４番１６号

           不二電気工事株式会社

            代表取締役 藤 田 文 基 



議 134

議案第１３４号

   工事請負契約の変更について

 小田支所・地区会館複合施設新築工事のうち機械設備工事請負契約の

変更契約を次のとおり締結するため、議決を求める。

  令和元年１２月１０日提出

尼崎市長 稲  村  和  美  

１ 契約の目的    小田支所・地区会館複合施設新築工事のうち機

械設備工事請負契約の変更のため

２ 契約の内容    工事場所 尼崎市長洲中通１丁目６番１０号

           工事概要 機械設備工事

３ 変更後の契約金額 １６８，０９６，３００円

４ 契約の相手方   尼崎市南初島町１０番地１４９

            株式会社阪神設備工業所

             代表取締役 岡 本 太 一

（説 明）

  平成３０年１２月１９日に議決された小田支所・地区会館複合施設

新築工事のうち機械設備工事の設計変更に伴う工事請負契約の変更契

約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により、本案を提出する。



議 134-2 

（参 考）

Ⅰ 工事概要

種 別 内                容

機 械

機械設備工事

 衛生器具設備工事              一式

 給水設備工事                一式

 排水設備工事                一式

 給湯設備工事                一式

 消火設備工事                一式

 空気調和設備工事              一式

 換気設備工事                一式

今回変更内容

  主体工事である小田支所・地区会館複合施設新築工事

の工期延長の影響による本工事の工期延長に伴う増額

Ⅱ 変更前契約 

 １ 契約の目的  小田支所・地区会館複合施設新築工事のうち機械 

設備工事請負のため 

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市長洲中通１丁目６番１０号

          工事概要 機械設備工事

 ３ 契約の方法  一般競争入札

 ４ 契約の金額  １６７，４００，０００円

 ５ 契約の相手方 尼崎市南初島町１０番地１４９

           株式会社阪神設備工業所

            代表取締役 岡 本 太 一 



議 135 

議案第１３５号 

指定管理者の指定について 

尼崎市立園田東会館の指定管理者を次のとおり指定するため、議決を

求める。 

令和元年１２月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立園田東会館 

２ 施設の位置  尼崎市戸ノ内町３丁目２７番１号 

３ 指定管理者  大阪市北区梅田１丁目２番２－１２００号 

          株式会社ハウスビルシステム 

           代表取締役 坂 下 芳 史 

４ 指定期間   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立園田東会館の指定管理者を指定するため、地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 





















議 138 

議案第１３８号 

市道路線の認定について 

市道路線を次のとおり認定するため、議決を求める。 

令和元年１２月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 認定しようとする路線 

路    線    名 
起     点 

終     点 

市 道 第 ８ ６ ５ 号 線 
大庄西町４丁目４６－１６ 

大庄西町４丁目４６－１７ 

（説 明） 

  開発事業の帰属に伴う路線 

・認 定 路 線 ： 市道第８６５号線 

  以上の路線を認定するため、道路法第８条第２項の規定により、本

案を提出する。 





議 139 

議案第１３９号

   工事請負契約の変更について

 港橋耐震補強（その２）工事請負契約の変更契約を次のとおり締結す

るため、議決を求める。

  令和元年１２月１０日提出

尼崎市長 稲  村  和  美  

１ 契約の目的    港橋耐震補強（その２）工事請負契約の変更の

ため

２ 契約の内容    工事場所 尼崎市道意町６・７丁目の各一部 

           工事概要 橋脚耐震補強工事 

３ 変更後の契約金額 ４８９，０６６，９００円

４ 契約の相手方   尼崎市崇徳院２丁目５５番地 

            株式会社鍵田組 

             代表取締役 鍵 田 智 嗣 

（説 明）

  平成３１年３月４日に議決された港橋耐震補強（その２）工事の設

計変更に伴う工事請負契約の変更契約を締結するため、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り、本案を提出する。



議 139-2 

（参 考）

Ⅰ 工事概要

種 別 内                容 

土 木 

橋脚耐震補強工事 

  施工延長 ４７．０ｍ、施工幅員 １２．６ｍ 

   耐震補強工（鋼管杭、橋脚のコンクリート巻立て補強）

  落橋防止対策工（緩衝チェーン設置、水平分担構造設

置）等 

今回変更内容 

 鋼矢板仮締切工の増工         

Ⅱ 変更前契約

 １ 契約の目的  港橋耐震補強（その２）工事請負のため

 ２ 契約の内容  工事場所 尼崎市道意町６・７丁目の各一部

          工事概要 橋脚耐震補強工事

 ３ 契約の方法  一般競争入札

 ４ 契約の金額  ４４３，８８０，０００円

 ５ 契約の相手方 尼崎市崇徳院２丁目５５番地 

           株式会社鍵田組 

            代表取締役 鍵 田 智 嗣 



議 140 

議案第１４０号 

指定管理者の指定について 

尼崎市立立花駅第１自転車駐車場等の指定管理者を次のとおり指定す

るため、議決を求める。 

令和元年１２月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称及び位置 

 尼崎市立立花駅第１自転車駐車場 尼崎市西立花町１丁目 

 尼崎市立立花駅第２自転車駐車場 尼崎市立花町１丁目 

 尼崎市立立花駅第３自転車駐車場 尼崎市七松町１丁目 

 尼崎市立立花駅第４自転車駐車場 尼崎市立花町１丁目 

 尼崎市立立花駅第５自転車駐車場 尼崎市立花町１丁目 

 尼崎市立立花駅第６自転車駐車場 尼崎市七松町２丁目 

 尼崎市立立花駅第７自転車駐車場 尼崎市立花町４丁目 

 尼崎市立立花駅南地下自転車駐車場 尼崎市七松町１丁目 

 尼崎市立武庫之荘駅第１自転車駐車場 尼崎市南武庫之荘１丁目 

２ 指定管理者  尼崎市東難波町５丁目１９番５号 

公益社団法人尼崎市シルバー人材センター 

代表理事 岩 田 強 

３ 指定期間   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立立花駅第１自転車駐車場等の指定管理者を指定するため、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 





議 141 

議案第１４１号 

指定管理者の指定について 

尼崎市立ＪＲ尼崎駅南自転車駐車場等の指定管理者を次のとおり指定

するため、議決を求める。 

令和元年１２月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称及び位置 

 尼崎市立ＪＲ尼崎駅南自転車駐車場 尼崎市長洲本通１丁目 

 尼崎市立ＪＲ尼崎駅北自転車駐車場 尼崎市潮江１丁目 

 尼崎市立阪急塚口駅南自転車駐車場 尼崎市南塚口町２丁目 

２ 指定管理者  （公財）自転車駐車場整備センター・（株）駐輪サ

ービス共同事業体 

代表者 

東京都中央区日本橋本石町４丁目６番７号 

        公益財団法人自転車駐車場整備センター 

代表理事 石 井 喜 三 郎 

３ 指定期間   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立ＪＲ尼崎駅南自転車駐車場等の指定管理者を指定するため、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 



議 141-2 

（参 考）

  指定管理者の構成団体

指定管理者 （公財）自転車駐車場整備センター・（株）駐輪サ

ービス共同事業体

代表者

東京都中央区日本橋本石町４丁目６番７号

 公益財団法人自転車駐車場整備センター

代表理事 石井 喜三郎

構成員

大阪市北区曽根崎新地２丁目５番３号

 株式会社駐輪サービス

  代表取締役 白井 和夫



議 142 

議案第１４２号 

指定管理者の指定について 

尼崎市立出屋敷駅北自転車駐車場の指定管理者を次のとおり指定する

ため、議決を求める。 

令和元年１２月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立出屋敷駅北自転車駐車場 

２ 施設の位置  尼崎市竹谷町２丁目 

３ 指定管理者  株式会社阪神ステーションネット・株式会社アーキ

エムズ共同事業体 

代表者  

大阪市福島区海老江１丁目１番３１号 

株式会社阪神ステーションネット 

代表取締役 鳥 居 祐 典 

４ 指定期間   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（説 明） 

  尼崎市立出屋敷駅北自転車駐車場の指定管理者を指定するため、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 



議 142-2 

（参 考）

  指定管理者の構成団体

指定管理者 株式会社阪神ステーションネット・株式会社アーキ

エムズ共同事業体

代表者

大阪市福島区海老江１丁目１番３１号

 株式会社阪神ステーションネット

代表取締役 鳥居 祐典

構成員

京都市中京区両替町通御池上る龍池町４４９番地１

 株式会社アーキエムズ

代表取締役 村田 雅明



議 143 

議案第１４３号

   指定管理者の指定について 

 尼崎市立魚つり公園（魚釣施設及び駐車場）の指定管理者を次のとお

り指定するため、議決を求める。

  令和元年１２月１０日提出

               尼崎市長 稲  村  和  美

１ 施設の名称  尼崎市立魚つり公園（魚釣施設及び駐車場）

２ 施設の位置  尼崎市平左衛門町

３ 指定管理者  ハウスビルシステム・尼漁開発グループ

代表者

大阪市北区梅田１丁目２番２－１２００号

           株式会社ハウスビルシステム

            代表取締役 坂 下 芳 史

４ 指定期間   令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

（説 明）

  尼崎市立魚つり公園（魚釣施設及び駐車場）の指定管理者を指定す

るため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出

する。



議 143-2 

（参 考）

  指定管理者の構成団体

指定管理者 ハウスビルシステム・尼漁開発グループ

代表者

大阪市北区梅田１丁目２番２－１２００号

 株式会社ハウスビルシステム

代表取締役 坂下 芳史

構成員

尼崎市丸島町３－１

 株式会社尼漁開発

代表取締役 宮本 久男


